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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第104期

第１四半期連結
累計期間

第105期
第１四半期連結

累計期間
第104期

会計期間
自2017年４月１日
至2017年６月30日

自2018年４月１日
至2018年６月30日

自2017年４月１日
至2018年３月31日

売上高 （百万円） 54,855 55,144 227,810

経常利益 （百万円） 1,783 2,560 6,327

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 983 1,755 2,980

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,926 △649 5,732

純資産額 （百万円） 173,758 173,925 175,628

総資産額 （百万円） 314,106 314,166 316,846

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 24.04 43.37 73.45

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 54.4 54.3 54.4

 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

　　　　　しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．当社は、2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに

伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金

額を算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の緩やかな増加等を背景に企業収益の改善が進んでお

り、雇用環境の改善が着実に続く中、個人消費にも持ち直しの動きが続いており、景気は全体として緩やかな回

復基調で推移しました。

一方、世界経済は、米国では企業収益の改善や良好な雇用環境を背景に景気回復が続いているものの、米中の

貿易摩擦など保護貿易主義的な政策の拡大による貿易取引の停滞懸念、世界的な地政学的リスクの高まりなどに

より、先行きは不透明な状況が続いております。

このような経済環境の下、当社グループは積極的な販売活動を展開いたしました結果、当第１四半期連結累計

期間の売上高は55,144百万円と前年同期比0.5%の増加となりました。

損益面につきましては、経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策を推進してまいりました結果、経常利益

は前年同期比777百万円増加の2,560百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比772百万円増

加の1,755百万円となりました。

 

セグメント別の概況

（ガラス事業）

建築用ガラスにつきましては、新設住宅着工戸数は前年と比較し減少しており、また、工期遅れ等の影響もあ

り、売上高は前年同期を下回りました。

自動車用ガラスにつきましては、国内は堅調であったものの、北米での販売の減速、為替の影響もあり、売上

高は前年同期を下回りました。

以上、ガラス事業の売上高は34,569百万円（前年同期比2.9%減）となり、損益につきましては525百万円の営業

損失（前年同期比211百万円の改善）となりました。

 

（化成品事業）

化学品につきましては、HFO製品の出荷は堅調に推移しましたが、弗酸・PACの出荷が前年同期を下回ったた

め、売上高は前年同期を下回りました。

ファインケミカルにつきましては、医薬品関連製品の販売が好調に推移し、リチウムイオン電池用電解液製品

の出荷が増加したため、売上高は前年同期を上回りました。

肥料につきましては、省力肥料を中心に出荷が堅調に推移し、売上高は前年同期を上回りました。

ガラス繊維につきましては、電材分野が堅調に推移し、売上高は前年同期並みとなりました。

以上、化成品事業の売上高は20,574百万円（前年同期比6.9%増）となり、損益につきましては2,313百万円の営

業利益（前年同期比350百万円の増加）となりました。

 

（２）財政状態

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ、新規投資などにより投資有価証券が1,796百

万円増加する一方、売上債権が1,507百万円、配当の支払や新規投資などにより現金及び預金が2,005百万円減少

したことなどにより、2,680百万円減少し314,166百万円となりました。

負債は、その他流動負債が1,317百万円、借入の増加などにより有利子負債が1,587百万円増加する一方、仕入

債務が1,625百万円、税金の支払等により未払法人税等が1,119百万円、賞与引当金が959百万円減少したことなど

により、977百万円減少し140,240百万円となりました。

純資産は親会社株主に帰属する四半期純利益により利益剰余金が1,755百万円増加する一方、配当の支払により

1,011百万円、円高などにより為替換算調整勘定が2,359百万円減少したことなどにより、1,703百万円減少し

173,925百万円となりました。また、自己資本比率は0.1ポイント減少し54.3%となりました。
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（３）経営方針、経営環境及び対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題について重要な変

更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

（イ）基本方針の内容の概要

当社は、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるものと考えております。従って、当社の支配

権の移転を伴うような当社株式の買付けの提案に応じるか否かのご判断も、最終的には株主の皆様の自由な意思に

基づいて行われるべきものと考えております。

しかしながら、当社株式の大規模買付行為（下記③（イ）に定義されます。以下、同じとします。）の中に

は、(ⅰ)買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、株主の皆様の共同の利益（以下、単に「株主共同の利益」とい

います。）に対する明白な侵害をもたらすもの、(ⅱ)株主の皆様に株式の売却を事実上強要するもの、(ⅲ)当社取

締役会が、大規模買付者（下記③(イ)に定義されます。以下、同じとします。）が提示する買収提案や事業計画等

に代替する事業計画等（以下、「代替案」といいます。）を提示するために合理的に必要となる期間を与えないも

の、(ⅳ)株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要となる情報や時間を十分に提供することな

く行われるもの、(ⅴ)買付けの条件等（対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付けの実行

の蓋然性等）が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適当なものも想定されます。当社といたしましては、株主共同

の利益を最大化すべきとの観点に照らし、このような大規模買付行為を行う大規模買付者は、例外的に、当社の財

務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

そこで、当社は、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで株主共同の利益を最大化すること

を本分とし、市場における自由な取引を通じて当社株主となられた方々にお支え頂くことを原則としつつも、大規

模買付行為により、このような株主共同の利益が毀損される場合には、かかる大規模買付行為を行う大規模買付者

は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容され

る限度において、株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。

（ロ）基本方針策定の背景

当社の事業は、建築用ガラス、自動車産業向け加工ガラス等の製造・販売等を行うガラス事業、及び、化学

品、肥料、ガラス繊維、ファインケミカル製品の製造・販売等を行う化成品事業から構成されており、当社の経営

には、1936年の会社設立以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ、従業員、工場・生産設備が所在する地域社

会、及び、国内外の顧客・取引先等との間に築かれた長期的取引関係への理解が不可欠であります。また、当社

は、ファインケミカル製品を中心とした成長分野である高機能・高付加価値製品分野への経営資源の重点的な投入

により、中長期的な視点から企業価値を増大させるべく努めることとしており、このような当社の事業特性に対す

る理解なくしては当社の企業価値を向上していくことは困難であり、また、株主共同の利益の維持・向上のために

は、濫用的な買収等を未然に防ぎ、中長期的な観点からの安定的な経営を行うことが必須であると考えています。

当社といたしましては、生産販売体制の強化と原価低減の推進等の経営全般にわたる効率化を進めるとともに、基

幹事業における構造改革の推進、研究開発及び技術開発の強化、成長分野への経営資源の重点的な投入や海外展開

の加速により、グループ企業力の強化に取り組んでおります。

しかしながら、昨今、新しい法制度の整備や資本市場の情勢、経済構造・企業文化の変化等を背景として、対

象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを強行するといった動きが散見される

ようになり、場合によっては上記の取引関係や経営資源、適切な企業集団の形成等に基づく当社の持続的な企業価

値の維持及び向上が妨げられるような事態が発生する可能性も否定できない状況となってまいりました。

当社といたしましては、このような動きに鑑み、大規模買付者が現われる事態を常に想定しておく必要がある

ものと考えます。なお、当社といたしましては、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものでは

ありません。

以上の事情を背景として、当社は上記（イ）の通り基本方針を策定いたしました。

②　基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、株主共同の利益を向上させるた

めの取組みとして、下記（イ）の中期計画等による企業価値向上への取組み、及び、下記（ロ）のコーポレート・

ガバナンスに関する基本的な考え方に基づくコーポレート・ガバナンスの充実のための取組みを実施しておりま

す。これらの取組みを通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映していくことに

より、上記のような株主共同の利益を毀損する大規模買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、

上記①の基本方針の実現に資するものであると考えております。
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（イ）中期計画等による企業価値向上への取組み

(a) 当社グループの経営の基本方針

　当社及び当社の関係会社（以下、総称して「当社グループ」といいます。）は、“ものづくりで築くより良い未

来” 「セントラル硝子グループは、ものづくりを通じて、真に豊かな社会の実現に貢献します。」を基本理念と

し、その実現に向けて進むべき方向性を具体的に定めた基本方針と合わせて、企業理念として掲げております。

　当社グループが創業当時から企業活動の中心に据えております「ものづくり」は、誠実を基本姿勢とした、研究

開発、製造、販売等の企業活動全般を意味しており、今後の更なる飛躍に向けても、すべての基礎になるものと考

えております。

　各事業活動においては、ガラス、化成品事業をコアビジネスとして、その事業基盤の強化を図るとともに、当社

が保有する独創的な技術を通じて、高機能、高付加価値製品分野の拡充を図ります。また、環境対応・省エネル

ギー化の推進や、グローバルな事業展開による収益力の向上に注力し、安定した財務体質のもと企業価値を増大さ

せることを常に目指し続けてまいります。

　これらの方針のもと、経営全般にわたり効率化を高め企業体質の変革を図るとともに、研究開発力の強化と成長

事業への経営資源の重点的な投入を行い、グループ企業力の強化に努めてまいります。また、レスポンシブル・ケ

アの方針に基づき、製品の開発から廃棄に至る全ライフサイクルにおける「環境・安全・健康」を確保することに

より、社会的責任を果たしてまいります。

(b) 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、2018年度を初年度とする中期計画を策定しております。

　かかる中期計画の具体的な内容につきましては、第104期有価証券報告書「第２　事業の状況　１．経営方針、

経営環境及び対処すべき課題等　(１) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題」をご参照下さい。

（ロ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方等

　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方並びに当社の機関及び内部統制体制の整備の状況等につきま

しては、第104期有価証券報告書「第４　提出会社の状況　６．コーポレート・ガバナンスの状況等　(１) コーポ

レート・ガバナンスの状況」をご参照下さい。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

　当社は、2016年５月20日開催の当社取締役会において、概ね下記の通り、当社株式の大規模買付行為に関する対

応方針（以下、「本対応方針」といいます。）を導入することに関して決議を行い、あわせて本対応方針の導入に

関する承認議案を同年６月29日開催の当社第102回定時株主総会に提出することを社外取締役２名を含む当社取締

役全員の賛成により決定し、また、本対応方針の導入については同定時株主総会において株主の皆様の承認を得て

おります。なお、上記の取締役会には、社外監査役３名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も具体的

運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べております。

　また、本四半期報告書提出時点において、当社株式について具体的な大規模買付行為の兆候があるとの認識はご

ざいません。

　なお、2018年３月31日現在における当社の大株主の状況は、第104期有価証券報告書「第４ 提出会社の状況　

１．株式等の状況　(６) 大株主の状況」をご参照下さい。

本対応方針の内容の詳細につきましては、当社ホームページ http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?

template=announcement&sid=30720&code=4044をご参照下さい。

（イ）本対応方針の対象となる行為

　本対応方針は、株券等保有割合又は株券等所有割合が20％以上となるような当社の株券等の買付行為等（但し、

当社取締役会が予め承認した行為を除きます。）若しくはその可能性のある行為（以下、総称して「大規模買付行

為」といいます。なお、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者を以下、「大規模買付者」といいま

す。）を対象としております。

（ロ）大規模買付ルールの設定

　大規模買付者に従って頂く大規模買付ルールの概要は、以下の通りです。

(a) 意向表明書の提出

　大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、当社代表取締役 社長執行役員宛に、大規模買付

ルールに従うことを誓約する旨等を記載した意向表明書（大規模買付者が法人又は組合の場合には、代表者の資格

証明書を含みます。）及び添付書面（商業登記簿謄本、定款の写しその他の大規模買付者の存在を証明するに足り

る書面（外国語の場合には、日本語訳を含みます。））を提出して頂きます。

(b) 大規模買付者に対する情報提供要求

　上記(a)の意向表明書をご提出頂いた場合、大規模買付者には、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付

行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要且つ十分な情報（以下、「大規模

買付情報」といいます。）を提供して頂きます。

　まず、当社は、大規模買付者に対して、意向表明書を提出して頂いた日から10営業日以内に、大規模買付行為の

目的、方法及び内容等の当初提供して頂くべき情報を記載した大規模買付情報リストを発送しますので、大規模買
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付者には、かかる大規模買付情報リストに従って十分な情報を当社に提供して頂きます。なお、大規模買付情報リ

ストに含まれる情報の具体的な内容については、当社取締役会が、外部専門家等の助言を得た上で、当該大規模買

付行為の内容及び態様等に照らして合理的に決定します。

　また、大規模買付者から当初提供して頂いた情報だけでは当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様

が適切に判断することや、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見を形成して（以下、「意見形

成」といいます。）、若しくは代替案を立案して（以下、「代替案立案」といいます。）株主の皆様に対して適切

に提示すること、又は、特別委員会が下記（ハ）(a)に定める勧告を行うことが困難であると当社取締役会が必要

に応じて外部専門家等の助言を得た上で合理的に判断する場合には、大規模買付者から追加の情報を提供して頂く

ための合理的な期間（大規模買付情報リストを発送した日から60日以内（初日不算入）とします。以下、「追加情

報提供期間」といいます。）を定めた上で、株主の皆様による適切なご判断、当社取締役会による意見形成及び代

替案立案並びに特別委員会による勧告のために必要な追加情報の提供を随時大規模買付者に対して要求することが

できるものとします。

　なお、当社取締役会が、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として必要且つ十分であり、大規模

買付情報の提供が完了したと合理的に判断した場合、又は追加情報提供期間が満了した場合には、当社は、速やか

に、その旨を大規模買付者に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、その旨を適時且つ

適切に開示します。

　さらに、当社は、当社取締役会の決定に従い、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供さ

れた情報のうち当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断するために必要と認められる情

報（大規模買付情報リストにより提供を求めた情報のうち大規模買付者から提供されなかった情報については、当

該情報及び当該不提供の理由を含みます。）を適時且つ適切に開示します。

(c) 取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、外部専門家等の助言を得た上で、大規模買付者が開示した大規

模買付行為の内容に応じて、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合に

は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合には最長90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形

成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

　当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付者から提供された情報に基

づき、株主共同の利益の確保・向上の観点から、企図されている大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、

代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。かかる評価、検討及び意見形成の結果については、大

規模買付者に通知するとともに、適時且つ適切に開示します。また、当社取締役会が立案した代替案については、

株主の皆様に提示することもあります。

　なお、特別委員会が取締役会評価期間内に下記（ハ）(a)に定める勧告を行うに至らないこと等の理由により、

当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情が

ある場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき、合理的に必要と認められる範囲内で取締役会評価期

間を最長30日間延長することができるものとします（但し、延長は一度に限るものとします。）。当社取締役会が

取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適

時且つ適切に開示します。

　大規模買付行為は、本対応方針に別段の定めがない限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始することができ

るものとします。なお、株主意思確認総会（下記（ハ）(a)に定義されます。）を招集する場合については、下記

（ハ）(c)をご参照下さい。

（ハ）対抗措置の発動・不発動等

(a) 特別委員会の勧告

　大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反し、且つ、当社取締役会がその是正を書面に

より当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されない場合には、特別委員会は、原則

として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する(ⅰ)対抗措置の発動、又は、(ⅱ)対抗措置の発動の是非

について株主の皆様の意思を確認するための株主総会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）の招集を勧告

します。

　これに対して、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、特別委員会は、原則として、当社取締役

会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。もっとも、大規模買付ルールが遵守されて

いる場合であっても、特別委員会が適切と判断する場合には、特別委員会は、当社取締役会に対して、株主意思確

認総会の招集を勧告することができるものとします。また、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである

場合や、大規模買付者の提案する買収の方法が二段階買付け等の強圧的な方法による買収である場合等の当該大規

模買付行為が株主共同の利益を著しく毀損するものであると明白に認められる場合には、特別委員会は、当社取締

役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告することができるものとします。

(b) 当社取締役会による決議

　当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動若しくは不発動、又は株主意思確認

総会の招集その他必要な決議を行うものとします。
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(c) 株主意思確認総会の招集

　当社取締役会は、(ⅰ)特別委員会が株主意思確認総会を招集することを勧告した場合、又は、(ⅱ)特別委員会か

ら対抗措置の発動若しくは不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当該勧告に従うことにより

取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、対抗措置の発動若しくは不発動

の決議を行わず、株主意思確認総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行って頂くこと

ができるものとします。当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する場合には、対抗措置を発動するか否かの判

断について、当該株主意思確認総会の決議に従うものとします。

　大規模買付者は、当社取締役会が株主意思確認総会を招集することを決定した場合には、当該株主意思確認総会

終結時まで、大規模買付行為を開始することができないものとします。

(d) 対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、会社法第277条以下に規定さ

れる新株予約権の無償割当てによるものとします（以下、割り当てられる新株予約権を「本新株予約権」といいま

す。）。大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合には、(ⅰ)例外事由該当者

による権利行使は認められないとの行使条件や、(ⅱ)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例

外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大

規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがありま

す。

④　上記②の取組みについての取締役会の判断

　当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主の皆様共同の利益の向上のために最優先

されるべき課題であると考え、株主共同の利益の向上を目的として、上記②の取組みを行っております。これらの

取組みを通じて、株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、株主

共同の利益を毀損する当社株式の大規模買付行為は困難になるものと考えられます。従いまして、上記②の取組み

は上記①の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を

目的とするものではないと考えております。

⑤　上記③の取組みについての取締役会の判断

　上記③の取組みは、大規模買付行為に関する必要な情報の提供とその内容の考慮・検討のための期間の確保の要

請に応じない大規模買付者、及び、株主共同の利益を毀損する大規模買付行為を行おうとし又は現に行っている大

規模買付者に対して、対抗措置を発動することができることとしております。従いまして、上記③の取組みは、こ

れらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、上記①の基本方針に照らして不適切な者によっ

て当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、上記③の取組み

は、株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付者が実

施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の提供及びその内容の考慮・検討のための期間の確保を求める

ために導入されるものです。さらに、上記③の取組みにおいては、株主意思の重視（株主総会決議による導入、株

主意思確認総会の招集及びサンセット条項）、合理的な客観要件の設定、特別委員会の設置等、当社取締役会の恣

意的な判断を排し、上記③の取組みの合理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されております。

　従いまして、上記③の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、ま

た当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

（４）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,339百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 171,903,980

計 171,903,980

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2018年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2018年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 42,975,995 42,975,995
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 42,975,995 42,975,995 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2018年４月１日～

2018年６月30日
 － 42,975  － 18,168  － 8,075

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2018年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

2018年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 2,535,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　40,349,900 403,499 －

単元未満株式 普通株式　　 90,995 － －

発行済株式総数 　　　　　42,975,995 － －

総株主の議決権 － 403,499 －

 

②【自己株式等】

2018年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

セントラル硝子株式会社
山口県宇部市大字

沖宇部5253番地
2,471,700 － 2,471,700 5.75

宇部吉野石膏株式会社
山口県宇部市大字

沖宇部5254番地11
63,400 － 63,400 0.15

計 － 2,535,100 － 2,535,100 5.90

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について八重洲監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,673 20,668

受取手形及び売掛金 51,155 49,647

商品及び製品 25,353 25,067

仕掛品 4,932 5,334

原材料及び貯蔵品 15,975 16,121

その他 6,376 5,849

貸倒引当金 △669 △627

流動資産合計 125,797 122,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 30,692 30,943

機械装置及び運搬具（純額） 45,768 44,107

土地 26,664 26,552

建設仮勘定 15,511 16,244

その他（純額） 3,513 3,600

有形固定資産合計 122,150 121,448

無形固定資産   

その他 1,519 1,444

無形固定資産合計 1,519 1,444

投資その他の資産   

投資有価証券 60,994 62,791

その他 6,656 6,692

貸倒引当金 △272 △271

投資その他の資産合計 67,379 69,212

固定資産合計 191,049 192,105

資産合計 316,846 314,166
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,333 20,708

短期借入金 23,792 26,651

未払法人税等 2,076 957

賞与引当金 1,480 520

その他 21,795 23,112

流動負債合計 71,478 71,950

固定負債   

社債 30,400 30,400

長期借入金 16,836 15,565

役員退職慰労引当金 12 12

特別修繕引当金 5,729 5,669

事業構造改善引当金 3,108 2,958

環境対策引当金 15 11

退職給付に係る負債 7,650 7,664

その他 5,986 6,006

固定負債合計 69,740 68,289

負債合計 141,218 140,240

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,168 18,168

資本剰余金 8,109 8,109

利益剰余金 124,255 124,860

自己株式 △6,392 △6,392

株主資本合計 144,141 144,746

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,282 27,173

繰延ヘッジ損益 37 223

為替換算調整勘定 489 △1,869

退職給付に係る調整累計額 263 260

その他の包括利益累計額合計 28,072 25,787

非支配株主持分 3,414 3,391

純資産合計 175,628 173,925

負債純資産合計 316,846 314,166
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

売上高 54,855 55,144

売上原価 44,601 44,372

売上総利益 10,254 10,771

販売費及び一般管理費 9,029 8,983

営業利益 1,225 1,787

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 653 706

持分法による投資利益 63 79

為替差益 － 125

その他 451 338

営業外収益合計 1,173 1,255

営業外費用   

支払利息 128 147

為替差損 51 －

固定資産廃棄損 150 105

たな卸資産廃棄損 14 97

その他 271 132

営業外費用合計 615 482

経常利益 1,783 2,560

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産売却損 15 －

投資有価証券売却損 0 －

特別損失合計 16 －

税金等調整前四半期純利益 1,767 2,560

法人税等 709 659

四半期純利益 1,057 1,900

非支配株主に帰属する四半期純利益 74 145

親会社株主に帰属する四半期純利益 983 1,755
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

四半期純利益 1,057 1,900

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,305 △108

繰延ヘッジ損益 △63 186

為替換算調整勘定 △1,287 △2,509

退職給付に係る調整額 △15 △4

持分法適用会社に対する持分相当額 △71 △114

その他の包括利益合計 1,868 △2,550

四半期包括利益 2,926 △649

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,844 △710

非支配株主に係る四半期包括利益 82 60
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 2017年４月１日
至 2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

減価償却費 2,957百万円 3,002百万円

のれんの償却額 10 －

 

（株主資本等関係）

１　前第１四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年５月26日

取締役会
普通株式 1,023 5.00  2017年３月31日  2017年６月８日 利益剰余金

（注）当社は、2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。「１株当たり
　　　配当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。

 

２　当第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月23日

取締役会
普通株式 1,012 25.00  2018年３月31日  2018年６月７日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【セグメント情報】

１　前第１四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント 調整額
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額 ガラス事業 化成品事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 35,599 19,255 54,855 － 54,855

セグメント間の内部

売上高又は振替高
47 234 281 △281 －

計 35,647 19,489 55,137 △281 54,855

セグメント利益又は損失(△)

（営業利益）
△737 1,962 1,225 － 1,225

（注）調整額は、セグメント間取引消去であります。

 

２　当第１四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント 調整額
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額 ガラス事業 化成品事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 34,569 20,574 55,144 － 55,144

セグメント間の内部

売上高又は振替高
32 223 256 △256 －

計 34,602 20,798 55,400 △256 55,144

セグメント利益又は損失(△)

（営業利益）
△525 2,313 1,787 － 1,787

（注）調整額は、セグメント間取引消去であります。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 24円04銭 43円37銭

（算定上の基礎）   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額

 （百万円）
983 1,755

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する

 四半期純利益金額（百万円）
983 1,755

 普通株式の期中平均株式数（千株） 40,908 40,472

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

　　　　　おりません。

　　　２．当社は、2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。

　　　　　これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益

　　　　　金額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

EDINET提出書類

セントラル硝子株式会社(E00769)

四半期報告書

16/19



２【その他】

① 決算日後の状況

　特記事項はありません。

② 配当について

　2018年５月23日開催の取締役会において、第104期の期末配当を行うことを決議しました。

　(イ)期末配当金総額　　　　　　　　　　　　　 1,012百万円

　(ロ)１株当たり期末配当金　　　　　　　　　　　　 25円00銭

　(ハ)支払請求権の効力発生及び支払開始日　　　　 2018年６月７日

　(注)2018年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、支払を行っており

ます。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年８月８日

セントラル硝子株式会社

取締役会　御中

 

八重洲監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 三井　智宇　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 渡邊　考志　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 西山　香織　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセントラル硝子

株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セントラル硝子株式会社及び連結子会社の2018年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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